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Ⅰ．WTOの紛争解決手続

「序論」において述べたとおり、本報告書は、

貿易政策・措置をめぐる問題を解決するための

具体的な対応策を示すことを目的としており、

WTO紛争解決手続の活用を、問題の解決手段

として特に重視している。

WTO協定の下では、紛争解決手続に係る規

律として、「紛争解決に関する規則及び手続に関

する了解（DSU）」が設けられるとともに、サー

ビス協定第22条・第23条等を始めとする各協

定における特別又は追加的な手続に関する条

項、更に上級委員会手続規則等が策定されてお

り、紛争解決のためのメカニズムを提供してい

る。

さらに、WTO紛争解決手続には、あっせん、

調停、仲介、仲裁等といった手続も備えられて

いるが、その中心は、ガット第22条及び第23条

に基づく「協議」及び「小委員会（パネル）手

続」である。まず「協議」及び「小委員会（パ

ネル）手続」について、次にWTO発足後の主

要な改善点、ガット╱WTO紛争解決手続の利

用実態について概観した後、最後に我が国が関

与する紛争案件について見ることとする。

１．WTO紛争解決手続の概要

⑴ 協議

従来からガットは、二国間協議を非常に重視

してきており、二国間協議によって紛争が解決

した事例も多い。前述のとおり幾つかのWTO

諸協定には二国間協議に関する規定が用意さ

れ、更にガット第８条２項（輸出入に関する手

数料及び手続につき他国から要請を受けたとき

は、自国の法令の実施につき検討しなくてはな

らない旨規定）、「制限的商慣習に関する協議に

ついての1960年ガット決定」（国際貿易におけ

る競争を制限する商慣習につき他国から協議要

請を受けたときは、誠実な考慮を払い、協議の

ための適切な機会を与えなくてはならない旨規

定）等全く独自の手続も存在する。しかしなが

ら、パネル手続に続く、より「正式」な協議を

規定する中心的条項として、ガット第22条１項

及び第23条１項がある。

22条協議においては、協定の運用に関するも

のであればいかなる問題についても申立を行う

ことができる一方、23条協議では、加盟国は、

⒜ 他の加盟国がこの協定に基づく義務の履

行を怠った結果として、

⒝ 他の加盟国がこの協定の規定に抵触する

かどうかを問わず、何らかの措置を適用し

た結果として、

⒞ 又はその他の何らかの状態が存在する結

果として、

この協定に基づいて直接若しくは間接に自国
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に与えられた利益が無効にされ、若しくは侵害

され、又はこの協定の目的の達成が妨げられて

いると認めるとき」は、当該他の加盟国に協議

を申立てることができる旨規定されており、「協

定上の利益の無効化・侵害」に関する紛争案件

がその対象となる。また、２種類の協議におけ

るその他の相違点としては、第三国参加が22条

協議にしか認められないことが挙げられる。同

様の区別はサービス協定第22条と第23条との

間においても見られる。

申立を受けた国は、これに対し好意的な考慮

を払い、かつ、その申立に関する協議のため適

当な機会を与えなければならない。また、協議

においては、当該問題につき満足すべき調整を

行うよう努めるべきとされる（DSU第４条）。

⑵ 小委員会（パネル）手続

協議により満足すべき調整が行われなかった

場合に、第23条２項は、加盟国に対し前述のよ

うな「協定上の利益の無効化・侵害」に係る申

立事由につき DSB（旧ガットの下では「締約国

団」）に付託することを認めている。

当初、紛争案件が締約国団へ付託されると、

紛争当事国及び中立国によって構成される「作

業部会」に案件が移された。「作業部会」は、当

事国の主張を整理し議論をするが、法的判断を

下すことまでは求められず、一種の交渉の場と

して機能し、紛争解決が図られていた。しかし

その後、政府・団体の代表としてではなく個人

の資格で職務を遂行するパネリスト（注１）に

よって構成され、当該紛争について主に法的観

点から判断を下す「小委員会（パネル）」方式が

定着した。また、WTO紛争解決手続では二審制

が導入され、上級委員会が設置された。

なお、ガットの規定上は、第23条２項に基づ

きパネル設置をするために、第23条１項に基づ

いて協議を経る必要があるが、慣行上は、22条

協議を行えば、23条協議を経ずにパネルが設置

できるとされてきた。WTO紛争解決手続にお

いては、22条協議と23条協議を区別せず、協議

によって紛争が解決することができない場合

は、パネル設置要請ができるとされた（DSU第

４条７項）。

パネル（又は上級委員会）における検討の結

果作成される報告書は、DSBによって採択され

ることにより正式な勧告となる。パネル又は上

級委員会は、ある措置がWTO協定に適合しな

いと認める場合には、関係加盟国に対し当該措

置を協定に適合させるよう勧告する。さらに勧

告を実施する方法を提案することもできる。ま

た DSBは、報告書の採択の後、勧告の実施を監

視する（関係加盟国は、一定期間経過後当該問

題の解決まで、勧告の実施の進展につき DSB

会合で定期的に報告を提出する）。勧告実施のた

めの妥当な期間は、関係国が提案する期間の

DSBによる承認や仲裁等により決定される。申

立国は、自国の利益を侵害した相手国がパネル

勧告を妥当な期間内に履行しない場合、当該相

手国と代償の提供を交渉し、合意に至らない場

合には改めて DSBの承認を得て譲許の停止等

の対抗措置を実施することができる。ただし承

認に当たって、対抗措置の分野・程度に関する

原則が定められており、紛争分野（セクター）

と同一の分野での措置を優先すること、「無効

化・侵害」の程度と同等のものであること等が

条件とされる（DSU第19条、第21条、第22

条）。

上記において明らかなように、小委員会手続

における中心的概念は「協定上の利益の無効

化・侵害」である。最も典型的な「無効化・侵

害」は協定違反によって生ずるが、これ以外に

も第23条１項⒝の「非違反申立」や同条１項⒞

の「状態申立」が認められている（注２）。ただ

し、これらの申立事由については協定違反のよ
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うな明確な境界がないため、無限定に主張され

るおそれがある（注２）。このため、UR交渉時

にこれらの申立と協定違反の申立の取扱いに差

異を設けることが合意された。すなわち、同条

１項⒜の違反申立においては、ガット違反の認

定により利益の無効化が推定され、被申立国が

反証責任を負うという「一応の推定（prima
 

facie）」の原則が確立しているのに対し、後二者

の申立においては、申立国は「申立を正当化す

るための詳細な根拠」の提示を求められること

が明文化され、また、訴えが認められた場合に

も、非違反申立では、被申立国は措置の撤回で

なく「調整」をすれば足り、状態申立について

は、後述の逆コンセンサスが適用されないこと

とされた（DSU第26条）（ただし、サービス協

定は第23条において非違反申立でも措置の撤

回が求められるとしている）。

（注１）

小委員会委員（パネリスト）の選任（原則３名）

については、事務局が当事国に対し指名の提案を行

うが、その際加盟国が推薦する適格者（例えば、第

三国たる加盟国の代表、加盟国の貿易政策担当上級

職員、事務局職員の経験者、国際貿易を専門とする

学者等）から成る候補者名簿を参考にすることがで

きる。当事国は、やむを得ない場合を除き指名に反

対してはならないが、パネル設置の20日以内に合

意がなされない時は、事務局長が関係者と協議のう

え任命する。なお原則として、紛争当事国・第三国

参加をした国の国民は、当該案件についてパネリス

トを務めることはできない。

（注２）

「非違反申立」が認められるためには、従来から

パネルの判例においては、一般に、①他国の措置に

よって競争条件が歪められた（upset）こと、②申立

国がその措置を合理的に予見不可能であったこと、

③関税譲許が合意されたこと、の３要件が必要とさ

れてきている。

２．DSUによる主要な改善点

WTO体制における紛争解決手続は、ウルグ

アイ・ラウンド交渉の結果まとめられた「紛争

解決に関する規則及び手続に関する了解

（DSU）」に代表される。従来のガットにおいて

は、紛争解決手続にかかわる中心的な規定とし

てのガット第22条及び第23条のほか、アン

チ・ダンピングコードや補助金コード等の東京

ラウンド諸協定において別個の紛争解決手続が

それぞれ定められる等、紛争解決手続が細分化

されていた。DSUは、旧ガットの慣行の中で諸

協定に細分化されていたこれらの紛争解決手続

の多くを整備・統合し（これに優先する特別手

続についても附属書２にリストアップされた）、

全加盟国を構成員とする紛争解決機関（DSB：

Dispute Settlement Body）が統合された紛争解

決手続を運用することになった。

⒜ パネル手続の自動化・迅速化

従来の手続においては、加盟国によるパネル

設置の要求やパネル報告の採択にあたって、理

事会におけるコンセンサス方式による意思決定

が行われていたため、被提訴国の抵抗によりパ

ネル設置が遅延したり、敗訴国がパネル報告の

採択を阻止することがしばしば見られた。新し

い手続では、全加盟国を構成員とする紛争解決

機関（DSB）における意思決定の際に逆コンセ

Ⅰ．WTOの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続

529



ンサス方式が採られ、パネル設置、報告書採択、

対抗措置の承認がほぼ自動的になされるように

なった。

⒝ 手続の時間的枠組み

手続の各段階について、詳細に時間的枠組み

が規定された。二国間協議要請から60日を経過

すればパネル設置要求が可能となり、パネル設

置決定からパネル報告の採択までは原則９か月

以内とされる。

⒞ 二審制の導入

逆コンセンサス方式の導入等により手続の自

動性が高まった一方で、当事国の手続保障と紛

争解決手続の信頼性を確保するため、上級委員

会が設置された（但し上級委への申立は、パネ

ルが対象とした法的問題・解釈に限定される）。

上級委は、パネルの法的な認定及び結論を支持、

修正または取り消すことができる。

⒟ クロス・リタリエーションの導入（DSU第

22条３項）

当該紛争案件と同じ分野内での対抗措置が有

効でない場合、異なる分野において対抗措置を

発動すること（クロス・リタリエーション）を

可能とした。ただし、被発動国が分野の選択等

に疑義をもった場合には、仲裁で審査が行われる。

⒠ 一方的措置の禁止の明文化（DSU第23条）

米国の通商法301条に代表される一方的措置

は、多国間の紛争解決制度に対する各国の信頼

を損なう重大な要因である。新たな紛争解決手

続においては、WTO協定違反の措置等による

利益の侵害を回復するためには、WTO協定に

基づく紛争解決手続を利用しなければならない

点を明文化し、WTO紛争解決手続を経ない一

方的措置の発動を禁止した（詳細は第Ⅱ部第14

章「一方的措置」参照）。

これらの改善の結果、WTOの紛争処理の実

効性は格段に向上したものと言える。その証拠

として、紛争解決手続の利用件数の増加、途上

国の利用の増加、等が挙げられる（図表資Ⅰ―

４、Ⅰ―５参照）。

他方、紛争案件の量的・質的拡大に伴うパネ

ル・上級委の負担の増大や、DSUの手続面の不

備など、DSU制定時には明らかでなかった問題

点が表面化してきている。DSUの見直しについ

ては、1999年７月まで見直し期間が延長された

が期間内に作業は終わらず、見直し期限が切れ

た後も、非公式会合の場で作業は継続されてい

た。一方、2001年11月のドーハ閣僚会議にて、

DSUの改善と明確化につき新たなマンデート

が与えられること、及び、できるだけ早期の発

効につき決定されており、現在も議論が行われ

ている。

３．ガット╱WTO紛争解決手続の利用実態

旧ガット時代から、協議・小委員会手続を中

心とする紛争解決手続は、時期により多少の違

いはあるものの、比較的よく利用されてきた。

パネル設置件数について見れば、1960年代には

少なかったが、1970年代後半から急増してい

る。その後1995年１月のWTO発足以来、

WTOでも紛争解決手続は活発に利用されてい

る。1995年のWTO発足から2005年２月現在

に至るまで、WTO紛争解決手続の下で300件

（協議要請数）を超える紛争案件が提起された

（図表資Ⅰ―４、Ⅰ―５参照）。
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４．我が国が関与する紛争案件（WTO発足後）

⑴ 我が国が申し立てた紛争案件

案 件 名 協議要請 パネル設置
決定 報告書採択 結 論

米国通商法301条に基づく一方的措

置（自動車100％関税賦課等、DS6）
95.5 ― ―

二国間合意により終了

(95.7)（一方的措置の発

動は回避）

ブラジル自動車政策（DS51） 96.7 ― ―
協議中断（ブラジルが事

実上措置撤廃）

インドネシア自動車政策（DS55）

（DS64）
96.10 97.6

98.7

(パネル報告

書採択)

我が国の主張容認

米国の地方政府の調達手続問題

（DS95）
97.7 98.10 ―

パネル消滅（2000.2）(米

国内で違憲判決)

カナダの自動車政策に係る措置

（DS139）
98.7 99.2

2000.6

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認

米国の1916年アンチ･ダンピング法

（DS162）
99.2 99.7

2000.9

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認

米国の日本製熱延鋼板に対するアン

チ･ダンピング措置（DS184）
99.11 2000.3

2001.8

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認(履行

期間を2005年７月まで

延長しているが、未だ一

部履行が実施されていな

い)

米国1930年関税法改正条項（バード

修正条項、DS217）
2000.12 2001.9

2003.1

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認(履行

期間を徒過しても履行が

実施されていない)

米国サンセット条項（DS244） 2002.1 2002.5

2004.1

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認されず

米国の鉄鋼製品に対するセーフガー

ド措置（DS249）
2002.3 2002.6

2003.12

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認

米国のアンチ･ダンピング行政見直

し等におけるゼロイング(DS322)
2004.11 2005.2

2007.1

(上級委報告

書採択)

我が国の主張容認
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⑵ 我が国が被申立国となった紛争案件

案 件 名 申立国 協議要請 報告書採択 結 論

酒税格差（DS8,10,11） EU、米、加 95.6

96.11

(上級委報告

書採択)

我が国の主張が容

認されず

移動電話（DS15） EU 95.8 ―
二国間合意により

終了(95.9)

著作隣接権（DS28,42） 米国、EU 96.2 ―
二国間合意により

終了(97.1)

フィルム・印画紙市場に関する措置

（DS44）
米国 96.6

98.4

(パネル報告

書採択)

我が国の主張容認

流通サービス措置（大店法等、DS45） 米国 96.6 ―
協議段階で実質的

には終了

豚肉輸入に係る措置（DS66） EU 97.1 ―
協議段階で実質的

には終了

運輸多目的衛星用衛星航法補強システム

調達（DS73）
EU 97.3 ―

二国間合意により

終了(97.7)

リンゴ等農産品に係る輸入検疫（DS76） 米国 97.4

99.3

(上級委報告

書採択)

我が国の主張が容

認されず

皮革に係る関税割当制度及び補助金

（DS147）
EU 98.10 ―

協議段階で実質的

には終了

リンゴの輸入に係る措置（DS245） 米国 2002.3

2003.12

(上級委報告

書採択)

我が国の主張が容

認されず

のりの輸入割当（DS323） 韓国 2004.12

2006.2.6

(案件の経緯

のみ記載した

パネル報告書

を採択)

二国間合意により

終了

韓国製 DRAM チップに対する相殺関税

措置
韓国 2006.3

※現在パネル手続

中
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⑶ 我が国が現在第三国参加している紛争案件（実質的に終了した案件を除く）

案 件 名 申立国 段 階

●米国の高地産綿花に対する補助金（DS267） ブラジル 履行確認パネル

●米国のアルゼンチン産油井管（OCTG）に対するアンチ・ダンピン

グ措置へのサンセット・レビュー（DS268）
アルゼンチン 履行確認パネル

●米国のメキシコ産セメントへのアンチ・ダンピング措置（DS281） メキシコ パネル

●米国の賭博サービスの越境移動に関する措置（DS285）
アンチグア・

バーブーダ
履行確認パネル

●韓国のインドネシア製紙に対するアンチ・ダンピング関税（DS312） インドネシア 履行確認パネル

● EUの大型民間航空機の取引に関連する措置（DS316） 米国 パネル

●米国の大型民間航空機の取引に関連する措置（DS317） EU パネル

●メキシコのグアテマラ製鋼管へのアンチ・ダンピング税賦課

（DS331）
グアテマラ パネル

●ブラジルの中古タイヤの輸入に関する措置（DS332） EU パネル

● EUのノルウェー産サーモンへのアンチ・ダンピング措置（DS337） ノルウェー パネル

●中国の自動車部品の輸入に関連する措置（DS339,340,342）
EU、米国、

カナダ
パネル

●米国のタイ産エビへの措置（DS343） タイ パネル

●米国のメキシコ製ステンレス鋼へのダンピング最終決定（DS344） メキシコ パネル

●米国のAD・相殺関税に基づくボンド指令（DS345） インド パネル

● EUの大型民間航空機の取引に関連する措置（二次申立）（DS347） 米国 パネル

●米国の大型民間航空機の取引に関連する措置（二次申立）（DS353） EU パネル

（2007年３月現在）
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＜図表資Ⅰ－１＞ DSUによる紛争解決手続の流れ
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＜図表資Ⅰ－２＞ 我が国の申立によるガット時代の協議・パネル案件（一部例外）
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＜図表資Ⅰ－３＞ 我が国がガット時代に提訴されたパネル案件
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＜図表資Ⅰ－４＞ 紛争案件数の推移
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＜図表資Ⅰ－５＞ WTO発足後の紛争案件



539

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



540

資料編



541

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



542

資料編



543

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



544

資料編



545

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



546

資料編



547

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



548

資料編



549

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



550

資料編



551

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



552

資料編



553

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



554

資料編



555

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



556

資料編



557

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



558

資料編



559

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



560

資料編



561

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



562

資料編



563

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



564

資料編



 565

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



566

資料編



567

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



568

資料編



569

Ⅰ．ＷＴＯの紛争解決手続

Ⅰ

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続



570

資料編




